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第５章 休暇等  

 

年次有給休暇等法定の休暇のみならず、会社で設けている休暇については就業規則に必

ず定めることが必要です。 

 

（年次有給休暇） 

第２２条 採用日から６か月間継続勤務し、所定労働日の８割以上出勤した労働者に対

しては、１０日の年次有給休暇を与える。その後１年間継続勤務するごとに、当該１

年間において所定労働日の８割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続

期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 

 

勤続期間 6か月 
１年    

6か月 

2年  

6か月 

3年 

6か月 

4年 

6か月 

5年  

6か月 

6年     

6か月以上 

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 

 

２ 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間３０時間未満であり、かつ、週所定労働

日数が４日以下（週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間

所定労働日数が２１６日以下）の労働者に対しては、下の表のとおり所定労働日数及

び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 

 

週所定

労働

日数 

1年間の所定労

働日数 

勤    続    期    間 

6か

月 

1年 

6か

月 

2年 

6か

月 

3年 

6か

月 

4年 

6か

月 

5年 

6か

月 

6年 

6か月 

以上 

4日 169日～216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 

3日 121日～168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 

2日 73日～120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 

1日 48日～72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 

 

３ 第１項又は第２項の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季に取得させ

る。ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運

営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。 

４ 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有す

る年次有給休暇日数のうち５日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取

得させることがある。 
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５ 第１項及び第２項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したも

のとして取り扱う。 

① 年次有給休暇を取得した期間 

② 産前産後の休業期間 

③ 育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業した期間 

④ 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間 

６ 付与日から１年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から２年以内に限り

繰り越して取得することができる。 

７ 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいず

れも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。 

８ 会社は、毎月の賃金計算締切日における年次有給休暇の残日数を、当該賃金の支払

明細書に記載して各労働者に通知する。 

 

【第２２条 年次有給休暇】 

１ 雇入れの日から６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働者に対しては

最低１０日の年次有給休暇を与えなければなりません（労基法第３９条第１項）。 

 また、週の所定労働時間が３０時間未満であって、週の所定労働日数が４日以下ある

いは年間の所定労働日数が２１６日以下の労働者（以下「所定労働日数が少ない者」と

いいます。）に対しては、通常の労働者の所定労働日数との比率を考慮して、労基則第２

４条の３で定める日数以上の年次有給休暇を与えなければなりません（同条第３項）。 

２ 所定労働時間や所定労働日数が変動する労働者の場合、本条第１項又は第２項のいず

れに該当するかに関しては、年次有給休暇の「基準日」において定められている週所定

労働時間及び週所定労働日数又は年間所定労働日数によって判断することとなります。

ここでいう「基準日」とは、年次有給休暇の権利が発生した日のことであり、雇入れ後

６か月経過した日、その後は１年ごとの日のことをいいます。 

３ 年次有給休暇の基準日を個々の労働者の採用日に関係なく統一的に定めることもでき

ます。この場合、勤務期間の切捨ては認められず、常に切り上げなければなりません。

例えば、基準日を４月１日に統一した場合には、その年の１月１日に採用した労働者に

ついても３か月間継続勤務した後の４月１日の時点、すなわち法定の場合よりも３か月

間前倒しで初年度の年次有給休暇を付与しなければなりません。 

４ 通常の労働者の年次有給休暇の日数は、その後、勤続年数が１年増すごとに所定の日

数を加えた年次有給休暇を付与しなければなりません（労基法第３９条第２項）。 

５ 継続勤務期間とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいいます。継続勤務か

否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断しなければなりません。この点、例え

ば、定年退職して引き続き嘱託として再雇用した場合や、パートタイム労働者であった

者を正社員に切り替えた場合等実質的に労働関係が継続しているときは、継続年数に通
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算されます。 

６ 出勤率が８割以上か否かを算定する場合、 

① 業務上の負傷又は疾病により休業した期間 

② 産前産後の女性が労基法第６５条の定めにより休業した期間 

③ 育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間 

④ 年次有給休暇を取得した期間 

については出勤したものとして取扱う必要があります。なお、本規程例第２３条第２項

に定める生理休暇について、年次有給休暇の出勤率の算定に当たって出勤したものとみ

なすことも、もちろん差し支えありません。 

７ 出勤率が８割に達しなかったときの翌年度は、年次有給休暇を与えなくても差し支え

ありません。この場合、年次有給休暇を与えなかった年度の出勤率が８割以上となった

ときは、次の年度には本条に定める継続勤務期間に応じた日数の年次有給休暇を与えな

ければなりません。 

８ 年次有給休暇は日単位で取得することが原則ですが、労働者が希望し、使用者が同意

した場合であれば半日単位で与えることが可能です。また、事前に年次有給休暇を買い

上げて労働者に休暇を与えないことは法違反となります。 

なお、年次有給休暇の請求権は、消滅時効が２年間であるため、前年度分について繰

り越す必要があります。 

９ 年次有給休暇は、計画的付与の場合を除き、労働者の請求する時季に与えなければな

りません。ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な

運営を妨げる場合においては、使用者は他の時季に変更することができます(労基法第３

９条第５項)。 

１０ 本条第４項に定める年次有給休暇の計画的付与制度とは、労働者代表との間で労使

協定を結んだ場合、最低５日間は労働者が自由に取得できる日数として残し、５日を超

える部分について、協定で年次有給休暇を与える時季を定めて労働者に計画的に取得さ

せるものです(労基法第３９条第６項)。 

１１ 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当、賞与の額の算

定に際しての年次有給休暇取得日を欠勤として取扱う等の不利益な取扱いをしてはいけ

ません（労基法附則第１３６条）。 

 

 

 

(年次有給休暇の時間単位での付与)   

第２３条 労働者代表との書面による協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、

１年について５日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇（以下「時間単位年休」

という。）を付与する。 
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（１）時間単位年休付与の対象者は、すべての労働者とする。 

（２）時間単位年休を取得する場合の、１日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下 

のとおりとする。 

① 所定労働時間が５ 時間を超え６ 時間以下の者…６ 時間 

② 所定労働時間が６ 時間を超え７ 時間以下の者…７ 時間 

③ 所定労働時間が７ 時間を超え８ 時間以下の者…８ 時間 

（３）時間単位年休は１時間単位で付与する。 

（４）本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払わ 

れる通常の賃金の１時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額 

とする。 

（５）上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。 

 

【第２３条 年次有給休暇の時間単位での付与】 

１ 労使協定を締結すれば、年に５日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えるこ

とができます（労基法第３９条第４項）。 

２ 時間単位年休の１時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支

払われる通常の賃金、③健康保険法第４０条第１項に定める標準報酬月額を３０分の１

に相当する額（１の位は四捨五入）（ただし、③については労働者代表との書面による協

定が必要です。）をその日の所定労働時間で除した額になります。①～③のいずれにする

かは、就業規則等に定めることが必要です（労基法第３９条第７項）。 

３ 労使協定に規定しなければならない内容は次のとおりです。 

① 時間単位年休の対象労働者の範囲（対象となる労働者の範囲を定めます。） 

② 時間単位年休の日数（５日以内の範囲で定めます。前年度からの繰越しがある場 

合であっても、当該繰越し分を含めて５日以内となります。） 

③ 年次有給休暇１日分に相当する時間単位年休の時間数（１日分の年次有給休暇に 

対応する所定労働時間数を基に定めます。１日の所定労働時間に１時間に満たない

端数がある場合は時間単位に切り上げて計算します。） 

④ １時間以外の時間を単位とする場合はその時間数（ただし、１日の所定労働時間 

を上回ることはできません。） 

４ 時間単位年休も年次有給休暇ですので、事業の正常な運営を妨げる場合は使用者によ

る時季変更権が認められます。ただし、日単位での請求を時間単位に変えることや、時間

単位での請求を日単位に変えることはできません。 

 

 

（産前産後の休業）  

第２４条 ６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産予定の女性労働者から請求

があったときは、休業させる。 
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２ 産後８週間を経過していない女性労働者は、就業させない。 

３ 前項の規定にかかわらず、産後６週間を経過した女性労働者から請求があった場合

は、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることがある。 

 

【第２４条 産前産後の休業】 

１ ６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産予定の女性労働者が休業を請求した

場合には、その者を就業させてはいけません（労基法第６５条第１項）。 

２ 産後８週間を経過しない女性労働者を就業させてはいけません。ただし、産後６週間

を経過した女性労働者から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務には就

かせることができます（労基法第６５条第２項）。 

３ 産前産後の休業を請求し、又は取得したことを理由として解雇その他不利益な取扱い

をしてはいけません（均等法第９条第３項）。 

 

 

 

（母性健康管理の措置）  

第２５条 妊娠中又は出産後１年を経過しない女性労働者から、所定労働時間内に、母 

子保健法（昭和４０年法律第１４１号）に基づく保健指導又は健康診査を受けるため

に申出があったときは、次の範囲で時間内通院を認める。 

 ① 産前の場合 

    妊娠２３週まで・・・・・・・・４週に１回 

    妊娠２４週から３５週まで・・・２週に１回 

    妊娠３６週から出産まで ・・・・１週に１回 

ただし、医師又は助産師（以下「医師等」という。）がこれと異なる指示をしたと

きには、その指示により必要な時間 

 ② 産後（１年以内）の場合 

   医師等の指示により必要な時間 

２ 妊娠中又は出産後１年を経過しない女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づ

き勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。 

① 妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、 

原則として  時間の勤務時間の短縮又は  時間以内の時差出勤を認める。 

② 妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回 

 数を増やす。 

③ 妊娠中又は出産後の女性労働者が、その症状等に関して指導された場合は、医 

師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置を

とる。 
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【第２５条 母性健康管理の措置】 

１ 事業主は、雇用する女性労働者が母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）の規定に

よる保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにし

なければなりません（均等法第１２条）。また、事業主は、雇用する女性労働者が保健指

導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、

勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません（均等法第１３条）。 

２ 母性健康管理措置を求め、又は措置を受けたことを理由として解雇その他不利益な取

扱いをしてはいけません（均等法第９条第３項）。 

 

 

 

（育児時間及び生理休暇）  

第２６条 １歳に満たない子を養育する女性労働者から請求があったときは、休憩時間

のほか１日について２回、１回について３０分の育児時間を与える。 

２ 生理日の就業が著しく困難な女性労働者から請求があったときは、必要な期間休暇

を与える。 

 

【第２６条 育児時間及び生理休暇】 

１ 育児時間については、生後満１年に達しない子を育てている女性労働者から請求があ

った場合は、授乳その他育児のための時間を、一般の休憩時間とは別に、１日２回各々

少なくとも 30 分の時間を与えなければなりません（労基法第６７条)。育児時間を請求

し、又は取得したことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません（均

等法第９条第３項）。 

２ 生理日の就業が著しく困難な女性労働者が休暇を請求した場合、請求のあった期間は

当該女性労働者を就業させてはなりません（労基法第６８条）。なお、休暇は暦日単位の

ほか半日単位、時間単位でもあっても差し支えありません。 

 

 

 

（育児・介護休業、子の看護休暇等）  

第２７条 労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休

業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の制限、育児・介護の

ための時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等（以下「育児・

介護休業等」という。）の適用を受けることができる。 

２ 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定める。 
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【第２７条 育児・介護休業、子の看護休暇等】 

１ 育児・介護休業、子の看護休暇等に関する事項について、本規程例では就業規則本体

とは別に定める形式をとっています。 

「育児・介護休業法について」は、こちらになります。規程例もこちらからご覧になれ

ます。 

「育児・介護休業法について」のＵＲＬ： 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 

 

２ 育児・介護休業、子の看護休暇等に関する事項について、就業規則本体と別に定めた

場合、当該規程も就業規則の一部になりますので、所轄労働基準監督署長への届出が必

要となります。 

 

 

 

（慶弔休暇）  

第２８条 労働者が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。 

① 本人が結婚したとき                         日  

② 妻が出産したとき                          日 

③ 配偶者、子又は父母が死亡したとき                  日 

④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき      日 

 

（病気休暇）  

第２９条 労働者が私的な負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないこ

とがやむを得ないと認められる場合に、病気休暇を  日与える。 

 

【第２８条 慶弔休暇】 

【第２９条 病気休暇】 

１ 慶弔休暇及び病気休暇については労基法上必ず定めなければならないものではありま

せん。各事業場で必要な期間を具体的に定めてください。 

 

 

 

（裁判員等のための休暇）  

第３０条 労働者が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった

場合には、次のとおり休暇を与える。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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① 裁判員又は補充裁判員となった場合        必要な日数 

② 裁判員候補者となった場合            必要な時間 

 

【第３０条 裁判員等のための休暇】  

１ 裁判員制度に関し、労働者が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補

者となった場合で、労働者からその職務に必要な時間を請求された場合、使用者はこれ

を拒んではなりません。このため、各事業場においては、裁判員等のための休暇を制度

として導入することが求められます。 

また、労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと、その他裁判員、補充

裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったこと

を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません（裁判員の参加する刑事

裁判に関する法律（平成１６年法律第６３号）第１００条）。 

 


